
分類 チェック

滋賀県私立高等学校等奨学のための給付金 認定申請書兼支給申請書(別記様式第１号)

　※必要事項がすべて記入されていることをご確認ください。

高等学校等就学支援金等(※）の支給決定通知

ご提出が難しい場合は不要ですが、審査に時間を要します

以下のいずれか１つ

①高等学校等就学支援金等(※）の支給決定通知

②住民票の写し

　※国籍・在留資格・在留期間等が記載、市町村が発行した原本。コピー不可

③特別永住者証明書の写し（コピー）

④在留カードの写し（コピー）

口座振込依頼書（別記様式第４号）と通帳のコピー

　※学校が代理受領する場合を除く。

以下のいずれか１つ

①住民票の写し

　※国籍・在留資格・在留期間等が記載、市町村が発行した原本。コピー不可

②特別永住者証明書の写し（コピー）

③在留カードの写し（コピー）

　※福祉事務所等が７月１日以降に発行したものに限ります。

以下のいずれか１つ

①市町村民税・県民税 課税証明書または非課税証明書(令和8年度(令和7年分))

②個人番号利用目的同意書兼個人番号貼付台紙

□

以下のいずれか１つ

①市町村民税・県民税 課税証明書または非課税証明書(令和8年度(令和7年分))

②個人番号利用目的同意書兼個人番号貼付台紙

□

□ 災害等により被災したことが分かる公的書類（罹災証明書等）

制服の再購入に係る誓約書・証明書（別記様式第５号）

　※学校による証明欄は、申請者ご自身で在学する学校へ依頼ください。

□ 個人対象要件証明書（別記様式第６号）

□ 扶養親族申告書（別記様式第７号）

住民票の写し

※市町村が発行した原本。コピー不可

※対象となる生徒および保護者等を含む全員が記載されたもの

※７月１日以降に発行されたもの

　※「給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書」または

　　「市町村民税・県民税　税額決定（納税）通知書」は使用できません。

　※ア高等学校等就学支援金、イ高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修

　　学支援)、ウ高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)を含みます。

生活保護受給証明書、課税証明書等

の発行者が県外の方

住民票の写し

※市町村が発行した原本。コピー不可

※対象となる生徒および保護者等を含む全員が記載されたもの

※７月１日以降に発行されたもの

□

　※「給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書」または

　　「市町村民税・県民税　税額決定（納税）通知書」は使用できません。

生活保護世帯以外の方

生業扶助（高等学校等就学費）

を受給していない方

（※保護者等全員分）

生業扶助（高等学校等就学費）

を受給している方

県外校に在学の方

家族滞在の方のうち

日本国の小、中学校を卒業した方

日本で就労と永住の意思がある方

以下のいずれか１つ

①「生業扶助（高等学校等就学費）」が措置されていることが確認できる生活保護

　　受給証明書

②「生活保護法（昭和25年法律第144号）第36条の規定による生業扶助（高等学校

　　等就学費）受給証明書」（別記様式第２号）

（５）専攻科の生徒の方

（４）本給付金対象者のうち

　　　災害等により喪失・毀損した制服の

　　　再購入加算を希望する方
□

全員

（※保護者等全員分）

□

課税証明書等

の発行者が県外の方

□

生活保護世帯の方

県内校に在学の方

提出書類

□

全員必須

外国籍の方

日本国籍の方

外国籍の方

（１）共通

提出書類確認シート

　※ア高等学校等就学支援金、イ高等学校等修学支援事業費補助金(高校生等・新修

　　学支援)、ウ高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)を含みます。

□

□

□

□

□ 日本国の小学校及び中学校の卒業証書のコピー又は卒業証明書

家族滞在の方のうち

日本国の小、中学校を卒業した方

日本で就労と永住の意思がある方

□ 日本国の小学校及び中学校の卒業証書のコピー又は卒業証明書
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